コンテンツにスキップ

	
		
			
				

	
	

メインメニュー
	
	


				
		

	
	メインメニュー

	サイドバーに移動
	非表示



	

	
		案内
	

	
		
			メインページ
	井戸端
	最近の更新
	おまかせ表示
	ヘルプ
	寄付


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Wikisource]
	


		

		
			

	

検索
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				検索
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			アカウント作成

	ログイン



		
	




	

	

	
	

個人用ツール
	
	


		

	
		
			 アカウント作成
	 ログイン


		
	





	
		ログアウトした編集者のページ もっと詳しく
	

	
		
			投稿記録
	トーク


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Page:Act on Special Measures Incidental to Reversion of Okinawa.pdf/44

							

	
	

言語を追加
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			前のページ
	次のページ
	ページ
	議論
	画像
	目録


		
	




								

	
	日本語
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			閲覧
	編集
	履歴表示


		
	




							
				
							
								

	
	ツール
	
	


									
						

	
	ツール

	サイドバーに移動
	非表示



	

	
		操作
	

	
		
			閲覧
	編集
	履歴表示


		
	





	
		全般
	

	
		
			リンク元
	関連ページの更新状況
	ファイルをアップロード
	特別ページ
	この版への固定リンク
	ページ情報
	このページを引用
	短縮URLを取得する
	QRコードをダウンロード


		
	





	
		印刷/書き出し
	

	
		
			印刷用バージョン
	EPUBをダウンロード
	MOBIをダウンロード
	PDFをダウンロード
	その他のファイル形式


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						提供：Wikisource

					

					


					
					
					このページはまだ校正されていません
7 第一項第一号又は第五号の指定を受けた者は、前項の確認を受けた事項で政令で定めるもの
を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けなけ
ればならない。

8 税務署長は、第一項第一号又は第五号の指定を受けた者が前項の承認を受けないで同項の確
認に係る事項を変更した場合には、その指定を取り消すことができる。

9 第五項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業
務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
して同項の罰金刑を科する。

第八十一条 前条第一項の規定により内国消費税(酒税、砂糖消費税、揮発油税、地方道路税又
は物品税をいう。以下この節において同じ。)の軽減又は免除を受けた課税物品(当該免除を受
けた砂糖類を原料として製造した菓子その他の砂糖類以外の飲食物で政令で定めるもの(以下
この項において「菓子等」という。)を含む。)を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ
移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、その積込みをした者を当該課税物品(当
該菓子等を積み込む場合には、これに含まれているしよ糖の重量に相当する重量の政令で定め
る砂糖。以下この項において同じ。)の製造者と、当該積込みの場所を当該課税物品の製造場と
みなし、その積込みの時に当該課税物品をその製造場から移出したものとみなして、内国消費
税に関する法令の規定を適用する。この場合において、当該課税物品に課されるべき内国消費
税の額は、同条第一項の規定により軽減され又は免除された内国消費税に相当する金額(当該
課税物品が次条の規定の適用を受けたものである場合には、当該金額から同条の規定により課
された、又は課されるべき内国消費税に相当する金額を控除した金額)とする。

2 前条第三項の規定の適用を受けて酒類を保税地域から引き取った者が、当該酒類を同項の用
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